
は
じ
め
に

２
０
２
４
年
11
月
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進

委
員
会
に
よ
る
答
申
書
「
宗
門
に
お
け
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
の
推
進
に
向
け
て
」（
以
下
、「
答

申
書
」）
が
提
出
さ
れ
た＊

１

。

「
答
申
書
」
以
前
に
は
、
２
０
０
１
年
に
、

当
時
の
男
女
共
同
参
画
を
考
え
る
委
員
会
に

よ
っ
て
「
提
言
書
～
教
団
の
男
女
共
同
参
画
を

す
す
め
る
た
め
に
～
」（
以
下
「
提
言
書
」）
が

提
出
さ
れ
て
い
る
。「
提
言
書
」
が
出
さ
れ
た

当
時
、
宗
門
に
お
い
て
女
性
の
参
画
は
少
し
ず

つ
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
性
差
別
的
な

障
壁
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
妨
げ
て
い
る
現
実

が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
や

組
織
の
見
直
し
、
性
差
に
よ
る
不
均
衡
の
是
正

等
、
量
的
拡
大
の
方
途
が
課
題
と
し
て
提
示
さ

れ
た
。
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
基
づ
き
、
一
人

ひ
と
り
の
尊
厳
と
多
様
性
を
尊
重
し
、
差
別
の

な
い
御
同
朋
の
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
と
を

目
標
に
掲
げ
た
「
提
言
書
」
の
理
念
や
指
摘
は
、

「
答
申
書
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

制
度
や
慣
習
を
検
証
し
、
組
織
内
の
格
差
や

不
均
衡
を
是
正
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
現
状
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
宗
門
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

今
、
宗
門
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

１
９
８
５
年
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
成
立
か
ら
約
40
年
が
経
過
し
た
現
在
に
至
る
ま
で
、
宗
門
内
の
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
変
化
を
デ
ー
タ
で
確
認
し
、
と
も
に
宗
門
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
と
い
う
課
題
に
取

り
組
ん
で
い
く
た
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
委
員
会
の
矢
野
治
世
美
委
員
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。	

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
課
）

デ
ー
タ
で
見
る
宗
門
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
今
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に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
比
の
推
移
と
現
状
を
確

認
す
る
こ
と
で
、
宗
門
内
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

の
「
現
在
地
」
に
つ
い
て
認
識
を
共
有
す
る
こ

と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
い
。

＊
本
稿
で
利
用
し
た
デ
ー
タ
・
統
計
は
、
原
則

と
し
て
各
年
度
の
『
宗
勢
要
覧
』
を
典
拠
と

し
た
。
そ
れ
以
外
の
資
料
に
基
づ
く
場
合
は

注
で
示
し
た
。
ま
た
、
各
グ
ラ
フ
内
の
数
値

は
、
小
数
点
第
２
位
以
下
を
四
捨
五
入
し
た
。

１　

寺
院
・
僧
侶

①
住
職
・
副
住
職

約
１
万
カ
寺
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺

院
の
住
職
に
占
め
る
女
性
僧
侶
の
割
合
は
、
２

０
２
４
年
度
末
の
時
点
で
５
・
０
％
と
な
っ
て

い
る
。
約
40
年
前
の
１
９
８
５
年
度＊
２

と
比
較
す

る
と
、
お
よ
そ
３
・
４
倍
に
増
加
し
て
い
る
（
グ

ラ
フ
１
）。
ま
た
、
住
職
を
補
佐
す
る
副
住
職

に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
20
％
に
近
く
な
っ
て

い
る
（
グ
ラ
フ
２
）。

グ
ラ
フ
３
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
別
に
住
職
・
副

住
職
・
前
住
職
・
教
師
の
割
合
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。「
提
言
書
」
以
前
の
１
９
９
４
年
度

以
降
、
男
性
僧
侶
の
場
合
、
住
職
の
割
合
は
ほ

ぼ
変
化
し
て
い
な
い
が
、
女
性
僧
侶
の
う
ち
、

住
職
の
割
合
は
、
こ
の
30
年
で
約
５
％
増
加
し
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て
い
る
。

組
長
に
つ
い
て
は
、
１
９
９
４
年
度
に
は
女

性
が
組
長
の
組
は
０
で
あ
っ
た
が
、
２
０
２
４

年
度
に
は
全
組
長
522
人
の
う
ち
、
女
性
の
組
長

は
10
人
と
な
っ
て
い
る
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推

進
課
調
べ
）。

②
僧
侶

僧
侶
全
体
で
み
る
と
、
２
０
２
４
年
度
末
の

時
点
で
、
男
女
比
は
ほ
ぼ
２
：
１
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
約
40
年
前
の
１
９
８
５
年
度
と
比

較
す
る
と
、
女
性
僧
侶
の
人
数
は
お
よ
そ
１
・

７
倍
に
増
加
し
て
い
る
（
グ
ラ
フ
４
）。
僧
侶

数
は
２
０
１
４
年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い

る
。
特
に
男
性
僧
侶
が
減
少
し
て
お
り
、
２
０

２
４
年
度
に
は
１
９
８
５
年
度
の
水
準
と
ほ
ぼ

変
わ
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
女
性
僧
侶
は
直
近
の
10
年
で
は
や
や
減
少

し
て
い
る
も
の
の
、
１
９
８
５
年
度
以
降
、
増

加
傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
女
性
僧
侶
の
割
合

は
、
未
教
師
で
特
に
高
く
な
っ
て
い
る
（
グ
ラ

フ
５
）。

と
こ
ろ
で
、
２
０
２
１
年
に
実
施
さ
れ
た

『
第
11
回
宗
勢
基
本
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
坊
守

が
僧
籍
を
有
し
て
い
る
寺
院
は
５
割
と
い
う
結

果
が
報
告
さ
れ
て
い
る＊
３

。
グ
ラ
フ
４
で
示
し
た

僧
侶
全
体
の
人
数
に
は
、
僧
籍
を
持
ち
、
か
つ

坊
守
を
務
め
て
い
る
層
が
相
当
数
含
ま
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
宗
勢
基
本
調
査
』

に
回
答
し
た
寺
院
数
は
、
宗
門
に
所
属
す
る
寺

院
の
約
７
割
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
坊
守
の
正

確
な
人
数
を
把
握
で
き
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

『
宗
勢
要
覧
』
に
は
、
年
度
ご
と
の
坊
守
式
受

式
者
の
内
訳
は
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
住
職
や

僧
侶
の
よ
う
に
、
全
数
を
登
録
す
る
仕
組
み
が

な
い
坊
守
の
実
人
数
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。

「
提
言
書
」
で
は
、
坊
守
の
実
態
調
査
に
基
づ

く
規
定
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
た
が
、
数
的
な

実
態
を
可
視
化
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う

の
が
現
状
で
あ
る＊
４

。

データで見る宗門のジェンダー平等の今
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③
布
教
使

「
提
言
書
」
で
は
、
教
化
活
動
に
関
わ
る
各

種
資
格
の
取
得
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
比
の

均
等
性
を
保
証
す
る
施
策
の
策
定
が
求
め
ら
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
布
教
使
全
体
に
占
め
る

女
性
の
割
合
は
未
だ
低
い
水
準
に
あ
る
（
グ
ラ

フ
６
）。

と
は
い
え
、「
提
言
書
」
以
前
の
１
９
９
４

年
度
と
比
較
す
る
と
、
２
０
２
４
年
度
末
の
時

点
で
、
女
性
布
教
使
の
人
数
は
倍
増
し
て
い

る
。
現
在
、
布
教
使
課
程
に
は
全
寮
制
コ
ー
ス

と
自
主
学
習
コ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
資

格
取
得
の
多
様
化
が
、
女
性
僧
侶
の
布
教
使
資

格
取
得
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ

よ
う
。

④
学
階

学
階
は
、
教
師
で
真
宗
学
及
び
仏
教
学
に
通

暁
し
た
と
認
め
ら
れ
た
人
に
授
与
さ
れ
る
。
特

に
定
員
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い＊
５

。
輔
教
、
助
教

お
よ
び
得
業
は
、
原
則
と
し
て
、
学
階
試
験
及

び
殿
試
に
合
格
（
通
暢
）
す
る
こ
と
が
授
与
の

条
件
と
な
っ
て
い
る
。
１
９
９
４
年
度
以
降
、

得
業
を
授
与
さ
れ
た
女
性
の
割
合
は
年
々
増
加

し
て
お
り
、
２
０
２
４
年
度
に
は
391
人
中
68
人

（
17
・
４
％
）
が
女
性
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ

ま
で
女
性
で
勧
学
、
司
教
を
授
与
さ
れ
た
人
は

い
な
い
（
グ
ラ
フ
７
）。

布
教
使
、
学
階
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不

均
衡
の
是
正
や
多
様
性
の
確
保
を
よ
り
一
層
進

め
る
た
め
に
は
、「
答
申
書
」
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
に
関
す
る
実
態

調
査
を
実
施
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
し
て
、

女
性
の
資
格
取
得
を
妨
げ
て
い
る
要
因
を
明
ら

か
に
し
、
改
善
点
を
見
出
す
こ
と
が
有
効
で
あ

ろ
う
。２　

門
信
徒

①
帰
敬
式
受
式
者

「
答
申
書
」は
、
中
・
長
期
的
な
課
題
と
し
て
、
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住
職
・
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
門
信

徒
が
宗
門
に
参
画
で
き
る
施
策
の
検
討
を
掲
げ

て
い
る
。

門
信
徒
の
状
況
を
み
る
と
、
帰
敬
式
受
式
者

数
は
こ
の
30
年
で
減
少
が
続
い
て
い
る
が
、
男

性
よ
り
も
女
性
の
割
合
が
高
い
状
況
は
変
化
し

て
い
な
い
（
グ
ラ
フ
８
）。

②
門
徒
推
進
員
登
録
者

門
徒
推
進
員
は
、
寺
院
・
僧
侶
と
連
携
し
て
、

一
般
社
会
や
日
常
生
活
に
根
差
し
た
「
御
同
朋

の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」（
実
践
運
動
）
の
推

進
を
担
う
存
在
で
あ
る
。
全
国
の
寺
院
・
組
・

教
区
が
開
催
す
る
研
修
会
（
連
研
）
を
修
了
し
、

中
央
教
修
を
受
講
す
る
と
、
門
徒
推
進
員
と
し

て
登
録
さ
れ
る
。
こ
の
30
年
間
で
、
女
性
の
門

徒
推
進
員
の
割
合
は
増
加
傾
向
に
あ
る
（
グ
ラ

フ
９
）。
ま
た
、
２
０
２
４
年
度
の
デ
ー
タ
に

よ
れ
ば
、
全
国
32
教
区
・
特
区
の
う
ち
７
教
区

で
、
門
徒
推
進
員
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
比
が
男
女
ほ

ぼ
同
数
か
、
女
性
が
上
回
っ
て
い
る
。

帰
敬
式
受
式
者
や
門
徒
推
進
員
登
録
者
に
つ

い
て
、
女
性
の
割
合
が
高
い
理
由
は
デ
ー
タ

だ
け
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
理
念
に
も
と
づ
く
門
信
徒

組
織
の
形
成
を
実
現
す
る
上
で
、
こ
の
事
実
に

は
十
分
留
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３　

宗
務
機
関
職
員

①
中
央
宗
務
機
関
職
員

「
答
申
書
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
門
全

体
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
推
進
す
る
た

め
に
は
、
各
宗
務
機
関
の
改
革
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
。

１
９
９
４
年
度
以
降
、
中
央
宗
務
機
関
（
宗

務
所
・
寺
務
所
）
で
は
、
女
性
の
管
理
職
は
徐
々

に
増
加
し
て
お
り
、
２
０
２
４
年
度
に
は
、
管

理
職
42
人
の
う
ち
６
人
が
女
性
で
、
割
合
に
す

る
と
14
・
３
％
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
一

データで見る宗門のジェンダー平等の今
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般
的
な
企
業
の
係
長
相
当
職
以
上
の
管
理
職
等

に
占
め
る
女
性
の
割
合
（
15
・
１
％
）
に
近
い

数
値
で
あ
る＊
６

（
グ
ラ
フ
10
）。

す
る
と
低
い
水
準
で
あ
る
（
グ
ラ
フ
11
）。

た
だ
し
、
教
区
の
事
情
や
地
方
社
会
の
人
口

減
を
鑑
み
る
と
、
女
性
職
員
が
少
な
い
こ
と
の

み
を
も
っ
て
、
一
概
に
問
題
が
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
宗
門
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
推
進
を
実
効
性
が
あ
る
も
の
に
す
る

に
は
、
各
宗
務
機
関
の
改
革
は
必
須
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
職
場
と
し
て
の
宗
務
機
関
に

お
け
る
雇
用
機
会
や
待
遇
差
の
解
消
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
等
の
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ

る
。一

般
的
に
職
場
等
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

は
、
個
人
の
「
心
が
け
」
だ
け
の
問
題
で
は
な

い
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
こ
り
や
す
い
環
境
や

組
織
（
長
時
間
労
働
・
残
業
が
多
い
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
足
な
ど
）
の
問
題
も
大
き
い

と
さ
れ
る
。
職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

関
し
て
は
、
１
９
９
７
年
の
男
女
雇
用
機
会
均

等
法
改
正
に
と
も
な
っ
て
、
女
性
労
働
者
に
対

す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
配

慮
が
事
業
主
に
義
務
化
さ
れ
、
２
０
０
７
年
に

は
、
男
女
双
方
へ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置

が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
現
在
で
は
、
セ
ク
ハ
ラ

だ
け
で
は
な
く
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

や
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト＊
７

の
防
止
も
事
業
主
の

措
置
義
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

女
性
職
員
・
管
理
職
が
少
な
い
職
場
だ
か
ら

こ
そ
、
よ
り
い
っ
そ
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く

差
別
や
抑
圧
を
生
じ
さ
せ
な
い
環
境
づ
く
り
が

重
要
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

②
地
方
宗
務
機
関
職
員

地
方
宗
務
機
関
で
は
女
性
職
員
の
比
率
は
、

１
９
８
５
年
度
以
降
、
10
％
前
後
で
推
移
し
て

い
る
。
２
０
２
４
年
度
に
は
８
・
８
％
と
な
っ

て
お
り
、
中
央
宗
務
機
関
の
23
・
４
％
と
比
較
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４　

意
思
決
定
機
関

宗
門
に
は
、
宗
会
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

意
思
決
定
機
関
や
協
議
機
関
が
置
か
れ
て
い

る
。「
答
申
書
」
は
、
こ
れ
ら
の
意
思
決
定
に

関
わ
る
機
関
に
つ
い
て
、「
男
女
の
構
成
比
等
、

現
状
を
検
証
し
、
そ
の
改
善
方
法
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
べ
き
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

２
０
２
５
年
３
月
の
時
点
で
、
宗
会
は
僧
侶

議
員
、
門
徒
議
員
、
と
も
に
女
性
は
０
人
で
あ

る
。
教
区
会
は
、
僧
侶
教
区
会
議
員
521
人
中
５

人
、
門
徒
教
区
会
議
員
522
人
中
10
人
で
、
い

ず
れ
も
１
％
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
グ
ラ
フ

12
）。政

府
の
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
（
第
５
次
）

は
、
２
０
３
０
年
ま
で
に
国
会
議
員
や
企
業
の

管
理
職
な
ど
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
比

率
を
主
な
先
進
国
並
み
の
30
％
以
上
に
す
る
と

い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る＊
８

。
こ
の
目
標
値
を
達

成
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
多
様
性
と
活
力
の
向

上
を
め
ざ
し
、
制
度
や
慣
習
が
ど
ち
ら
か
一
方

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
不
利
に
働
く
こ
と
な
く
、
実

質
的
な
機
会
の
平
等
を
担
保
す
る
と
い
う
観
点

か
ら
極
め
て
重
要
と
さ
れ
る
。

組
織
内
の
少
数
派
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）
が
、

組
織
の
意
思
決
定
や
慣
習
・
文
化
の
変
化
に
影

響
を
も
た
ら
す
存
在
に
な
る
た
め
の
最
低
限
の

比
率
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
と
い
う
が
、
そ

の
比
率
は
30
％
以
上
と
さ
れ
る
。
少
数
派
の
意

見
を
、
た
だ
の
少
数
意
見
と
し
て
扱
う
の
で
は

な
く
、
組
織
の
改
善
や
活
性
化
に
つ
な
げ
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
意
思
決
定
機
関
に
お
い
て
一

定
数
以
上
の
比
率
を
設
定
す
る
こ
と
に
は
大
き

な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

女
性
住
職
・
僧
侶
の
増
加
や
門
信
徒
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
比
の
実
態
、
そ
し
て
社
会
状
況
の
変
化

を
考
慮
す
る
と
、
宗
門
内
の
各
意
思
決
定
機
関

に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
比
の
是
正
は
、
も
は
や

避
け
ら
れ
な
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
比
率
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
少
数
派
の
人
び
と
に
対
し
て
の

み
、
意
思
決
定
や
協
議
の
場
に
参
加
す
る
努
力

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
各
機
関
の
役
割
・
機

能
に
応
じ
た
人
材
の
養
成
と
支
援
す
る
体
制
を

十
分
に
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
答

申
書
」で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

宗
門
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、
各
種
デ
ー
タ
の
収
集
だ
け
で
は

な
く
、
教
区
・
組
・
寺
院
を
対
象
と
し
た
細
や

か
な
実
態
調
査
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
意
見
聴
取
の

機
会
の
設
定
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
す
ぐ

データで見る宗門のジェンダー平等の今
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に
改
善
に
着
手
で
き
る
課
題
も
あ
れ
ば
、
中
・

長
期
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
も
多
い
。
本
稿
で
示
し
た
各
デ
ー
タ
は

数
字
上
の
現
状
を
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

宗
門
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
す
る

た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

	

（
矢
野　

治
世
美
）

＊
１	

『
宗
報
』
２
０
２
５
年
１
月
号
に
掲
載
。

「
答
申
書
」
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公

開
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進

委
員
会
答
申
書
「
宗
門
に
お
け
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
推
進
に
向
け
て
」https://

w
w
w
.hongw

anji.or.jp/new
s/upload_

im
g/002687_1.pdf

＊
２	

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
制
定
さ
れ
た
１

９
８
５
年
は
、
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る

差
別
の
撤
廃
を
目
的
と
す
る
女
性
差
別
撤

廃
条
約
を
日
本
政
府
が
批
准
し
、
社
会
の

現
状
を
打
破
す
る
第
一
歩
と
な
っ
た
年
で

あ
る
。

＊
３	

「
第
11
回
宗
勢
基
本
調
査　

中
間
報
告
（
単

純
集
計
）」　
　https://j-soken.jp/files/

shuho/shuho_2201_21-79.pdf

＊
４	

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
視
点
か
ら
み
た
坊
守

制
度
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
岩
本
智
依「
不

透
明
化
さ
れ
る
「
坊
守
」」（『
月
刊
ヒ
ュ
ー

マ
ン
ラ
イ
ツ
』
第
453
号
、
２
０
２
５
年
12

月
）
に
詳
し
い
。

＊
５	

勧
学
に
つ
い
て
は
、「
学
階
規
程
」
第
２
条

第
２
項
で
、「
80
歳
未
満
の
者
が
15
人
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る

＊
６	

厚
生
労
働
省
「
企
業
調
査
結
果
概
要
（
令

和
５
年
度
）」　　

https://w
w
w
.m
hlw
.

矢
野
治
世
美

１
９
７
９
年
生
ま
れ
。
２
０
１
７
年
よ
り
熊
本
学
園
大
学
教
員
（
部
落
解
放
論
な
ど
を
担
当
）。
２
０
２
４
年
よ
り
、
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
委
員
。
著
書
・
論
文
に
、『
和
歌
山
の
差
別
と
民
衆
―
女
性
・
部
落
史
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
』

阿
吽
社
、
２
０
１
７
年
（
単
著
）、『
女
人
禁
制　

伝
統
と
信
仰
』
阿
吽
社
、
２
０
２
０
年
（
共
著
）、「
宗
教
と
部
落
差
別
―
―

熊
本
の
水
平
運
動
か
ら
」『
佐
賀
部
落
解
放
研
究
所
紀
要
』
第
41
号
、
２
０
２
４
年
、
ほ
か
。

go.jp/toukei/list/dl/71-r05/02.pdf

＊
７	

厚
生
労
働
省
の
定
義
で
は
、
マ
タ
ニ
テ
ィ

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
マ
タ
ハ
ラ
）
は
、
妊
娠
・

出
産
・
育
休
な
ど
を
理
由
と
す
る
、
解
雇
・

雇
い
止
め
・
降
格
な
ど
の
不
利
益
な
取
り

扱
い
を
指
す
。
ま
た
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
（
パ
ワ
ハ
ラ
）
は
、
上
司
と
部
下
、

先
輩
と
後
輩
と
い
っ
た
優
越
的
な
関
係
を

背
景
と
し
て
、
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な

範
囲
を
超
え
た
言
動
に
よ
っ
て
、
労
働
者

の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

＊
８	

「
第
５
次
男
女
共
同
参
画
（
令
和
２
年
12

月
25
日
）」https://w

w
w
.gender.go.jp/

about_danjo/basic_plans/5th-2/pdf/
print.pdf 

。
な
お
、
２
０
２
５
年
度
末
を

目
途
に
、
政
府
は
第
６
次
男
女
共
同
参
画

基
本
計
画
の
策
定
を
予
定
し
て
い
る
。
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